
消毒は伝染病予防の第一歩 

定期報告は、毎年２月１日現在の飼養頭羽数、衛生管理状況等を報告するも

のです。（家畜伝染病予防法第 12 条の４によって規定されています） 

ペット（愛玩動物）として飼養されているものも含みます。 

家畜の種類 

 

 家畜衛生広報 

    ながの 

 

定期報告を既に提出していただいた皆様、ありがとうございました。 

未提出の方にお願いします。 

家畜飼養者は、以下のとおり都道府県知事に毎年報告する事が家畜伝

染病予防法により義務付けられています。 

至 急 ！ 提 出 お 願 い し ま す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
☞  各 様 式 は 、 下 記 URLか ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  

ht tps : / /www.pref .nagano . lg . j p/nagakach iku/ te i k ihoukoku .h tm l  

 

・牛、馬、水牛 

・豚、羊、山羊、猪、鹿 

・鶏(チャボ、烏骨鶏含む)、あひる(合鴨含む)、うずら、きじ、ホロホロ鳥、

七面鳥、ダチョウ 

長 野 家 畜 保 健 衛 生 所 

北 信 家 畜 畜 産 物 衛 生 指 導 協 会 
〒380-0944 長野市安茂里米村1993 
Tel 026-226-0923 Facs.026-227-2665

E-mail: nagakachiku@pref.nagano.lg.jp
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令和 5 年(2023 年)2 月 28 日 

提出先は、長野家畜保健衛生所です。 

 ・ファクシミリ：026-227-2665 

 ・電子メール ：nagakachiku@pref.nagano.lg.jp 

・住所    ：〒380-0944 長野市安茂里米村 1993 

定 期 報 告 の提 出 をお願 いします！  


